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国 土 交 通 省 所 管 公 共 用 財 産 管 理 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規

則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 十 九 年 七 月 四 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 五 十 五 号

国 土 交 通 省 所 管 公 共 用 財 産 管 理 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す

る 規 則

国 土 交 通 省 所 管 公 共 用 財 産 管 理 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 二 年 宮 崎 県

規 則 第 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 二 項 第 二 号 中 「 不 動 産 登 記 法 （ 明 治 三 十 二 年 法 律 第 二 十

四 号 ） 第 十 七 条 」 を 「 不 動 産 登 記 法 （ 平 成 十 六 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ）

第 十 四 条 第 一 項 」 に 、 「 同 法 第 二 十 四 条 ノ 三 第 一 項 」 を 「 同 条 第 四

項 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 一 号 中 「 」 を 「 」 に 、 「

」 を 「 」 に 、 「 」 を

「 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 二 号 中 「 」 を 「 」 に 、 「

」 を 「 」 に 、 「 」 を

「 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 三 号 中 「 」 を 「 」 に 、 「

」 を 「 」 に 、 「 」 を

「 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 存 す る こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 国 土 交

通 省 所 管 公 共 用 財 産 管 理 条 例 施 行 規 則 の 規 定 に 定 め る 様 式 に よ る

用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 事 項 を 適 宣 補 正 し て 使 用 す る こ と が で

き る 。
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